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議案第７３号 

 

   令和２年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 令和２年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり議会の認定に

付する。 

 

  令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、監査委員

の審査意見を付けて、議会の認定を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（決算） 

第２３３条 （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査

委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければな

らない。 

４～７ （略） 



3 

議案第７４号 

 

令和２年度西条市水道事業会計決算の認定について 

 

令和２年度西条市水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第７５号 

 

令和２年度西条市病院事業会計決算の認定について 

 

令和２年度西条市病院事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第７６号 

 

令和２年度西条市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

令和２年度西条市公共下水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第７７号 

 

土地改良事業の施行について 

 

次のとおり土地改良事業を施行するため、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の２第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 事業名  

農地耕作条件改善事業 

 

２ 地区名 

飯岡亀の甲地区 

 

３ 工種 

(1) 区画整理工 

(2) 農業用用排水施設工 

 

４ 事業費 

２１０，０００，０００円  

 

５ 受益面積 

(1) 区画整理 ６．５ヘクタール 

(2) 農業用用排水施設 ５．７ヘクタール（うち、５．６ヘクタールが重複） 

 

６ 受益者数 

(1) 区画整理 ２５戸 

(2) 農業用用排水施設 ２５戸 

 

７ 整備内容 

(1) 区画整理 ６．５ヘクタール 

(2) 農業用用排水施設 ５２３メートル 

 

８ 事業期間 

  令和４年度から令和８年度まで 
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提案理由  

飯岡亀の甲地区における区画整理及び農業用用排水施設整備を、農地耕作条件改善

事業にて実施するに当たり、土地改良法第９６条の２第２項の規定により、議会の議

決を求めるものである。  

 

関係法令  

 土地改良法  

 （土地改良事業の開始）  

第９６条の２ 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。  

２ 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市

町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要（２以上の土地改良事業を併せ

て施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定め

るときにあっては全体構成）を定め、その計画の概要（全体構成を定める場合にあっ

ては、その全体構成を含む。）その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地

域内にある土地につき第３条に規定する資格を有する者の３分の２（２以上の土地改

良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域

内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の３分の２）以上の同意を得、か

つ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部と

する土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。  

３～７ （略） 
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議案第７８号 

 

西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設設置及び管理条例について 

 

西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設設置及び管理条例を次のように定める。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設設置及び管理条例 

（設置） 

第１条 市民、企業、市民団体及び本市の関係人口（以下「市民等」という。）の交

流促進を図るとともに、市民等の自発的な活動を総合的に支援し、市民等の自己

実現を通じた市民福祉の増進及び地域の活性化に資することを目的として、次の

施設を設置する。 

名称 位置 

西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設 西条市明屋敷１３１番地２ 

（事業） 

第２条 西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設（以下「拠点複合施設」という。）

は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 市民等の交流促進に関すること。 

(2) 市民等の自己実現の支援に関すること。 

(3) 市民等の地域学習に関すること。 

(4) 資料の展示及び情報発信に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めること。 

（施設） 

第３条 拠点複合施設は、次に掲げる施設その他の第１条の目的を達成するために必

要な施設をもって構成する。 

(1) 西条市産業情報支援センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１

６９号）で定める西条市産業情報支援センター 

(2) 西条市市民活動支援センター設置及び管理条例（平成２７年西条市条例第２

７号）で定める西条市市民活動支援センター 

２ 前項各号に掲げる施設の設置及び管理に関し必要な事項は、この条例に定めるも

ののほか、当該各号に定める条例の定めるところによる。 

３ 拠点複合施設は、第１項に規定する施設相互の連携を図ることにより、複合施設

として有機的に運営されなければならない。 

（職員） 

第４条 拠点複合施設（前条第１項各号に掲げる施設を除く。次条から第７条まで及

び第１７条において同じ。）に必要な職員を置くことができる。 

（休館日） 

第５条 拠点複合施設の休館日は、１２月２９日から翌年の１月３日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定す

る休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。 

（開館時間） 

第６条 拠点複合施設の開館時間は、午前９時から午後７時までとする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定す

る開館時間を変更することができる。 

（使用の許可） 

第７条 拠点複合施設のイベントルーム、セミナールーム、会議室１、会議室２、研

修室、多目的室、交流チャレンジスペース又は広場（以下「イベントルーム等」

という。）を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなら

ない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が、イベントルーム等の使用

に際して特別な設備をし、又は備付け以外の器具等を持ち込み使用しようとする

ときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

３ 前項の規定により特別な設備をした場合の費用は、使用者が負担しなければなら

ない。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、イベントルーム等の使用を許可

しない。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) 拠点複合施設の施設、設備、備品等（以下「施設等」という。）を損傷し、

又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。 

(4) 管理上支障があると認めるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。 

５ 市長は、第１項及び第２項の許可に際して、管理上必要な条件を付すことができ

る。 

（使用料） 

第８条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が

適当と認めるときは、後納させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が公益上特に必要があると認めるときは、使用料

を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第９条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。 

(2) 使用開始の日前３日までに使用の取りやめ又は変更の申出があった場合で、

市長が相当の理由があると認めるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第１０条 使用者は、許可された使用の目的以外にイベントルーム等を使用し、又は



16 

使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（使用の許可の取消し等） 

第１１条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取

り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。 

(1) 第７条第４項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。 

(2) 使用の許可申請に偽りがあったとき。 

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。 

(4) 職員の指示に従わないとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した

とき。 

２ 市長は、前項の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止若しくは制限によ

って使用者が受ける損害については、その責めを負わない。 

（入館の制限） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入館を拒み、又は

退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者 

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある者 

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物

類（身体障害者補助犬を除く。）を携行する者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が管理上不適当と認める者 

（原状回復義務） 

第１３条 使用者は、イベントルーム等の使用を終了したとき、又は第１１条第１項

の規定により使用の許可が取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員

の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用

者から徴収する。 

（指定管理者による管理） 

第１４条 拠点複合施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により拠点複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第５条及

び第６条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、

あらかじめ市長の承認を得て、拠点複合施設の休館日を変更し、若しくは別に定

め、又は開館時間を変更することができる。 

３ 第１項の規定により拠点複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第７条

から第９条まで及び第１２条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１１条
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及び前条中「市長」とあり、及び「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替え

るものとする。 

４ 第１項の規定により拠点複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、

当該指定管理者が拠点複合施設の管理を行うこととされた期間前にされた第７条

第１項及び第２項の規定による許可申請は、当該指定管理者にされた許可申請と

みなす。 

５ 第１項の規定により拠点複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、

当該指定管理者が拠点複合施設の管理を行うこととされた期間前にされた第７条

第１項及び第２項の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を

受けたものとみなす。 

（指定管理者の業務） 

第１５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 拠点複合施設の設置目的を達成するため必要な業務 

(2) 拠点複合施設の使用の許可に関する業務 

(3) 拠点複合施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（利用料金制） 

第１６条 第１４条第１項の規定により拠点複合施設の管理を指定管理者に行わせる

場合は、拠点複合施設の使用料（以下「利用料金」という。）を、指定管理者の

収入として収受させるものとする。 

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料

金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければな

らない。 

（損害賠償の義務） 

第１７条 使用者（この条において単に入館する者も含む。）は、拠点複合施設の施

設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指

示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰すことの

できない事由によるときは、この限りでない。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める
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日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行の

日前においても行うことができる。 

（西条市こどもの国設置及び管理条例の廃止） 

３ 西条市こどもの国設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第９２号）は、廃止

する。 

別表（第８条、第１６条関係） 

(1) イベントルーム等使用料 

区分 単位 使用料 

イベントルーム １時間につき ８００円 

セミナールーム １時間につき １，０００円 

会議室１ １時間につき ５００円 

会議室２ １時間につき ４００円 

研修室 １時間につき １，０００円 

多目的室 １時間につき １，０００円 

交流チャレンジスペース 無料席 １席１時間につき 無料 

有料席 １席１時間につき １００円 

占用利用 １時間につき ３，０００円 

広場 催しのために利用する 

場合 １平方メートル 

１日につき 

１０円 

備考 

１ 冷暖房設備を使用するときは、イベントルーム等（交流チャレンジスペース

及び広場を除く。）使用料の５割を加算する。 

２ 営利目的に使用するとき、又は付随的に営利を得ることがあるときは、イベ

ントルーム等使用料の５割を加算する。 

３ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。 

５ 使用時間が１時間に満たないときは、１時間とみなす。 

(2) 設備、備品等使用料 

区分 単位 使用料 

プラネタリウム投影設備（天体望遠

鏡を含む。） 

一式１回につき ３，０００円 

持ち運び用スピーカー一体型アンプ １台１回につき ６００円 
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ワイヤレスマイク １本１回につき ３００円 

プロジェクター・スクリーンセット 一式１回につき ２，０００円 

スクリーン １台１回につき ５００円 
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提案理由 

令和４年７月に開設を予定している「西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設」

を運営していくに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１項の規定に基づき、当該施設の設置及び管理に関する事項を定めるため、所要の条

例を制定しようとするものである。 
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議案第７９号 

 

西条市市民活動支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

西条市市民活動支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市市民活動支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例  

西条市市民活動支援センター設置及び管理条例（平成２７年西条市条例第２７号

）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 市民が自発的に行う公益的な活

動（以下「市民活動」という。）を総

合的に支援し、団体相互の交流及び連

携を促進するとともに、市民と行政と

の協働によるまちづくりを推進するた

め、次の施設を設置する。 

第１条 市民が自発的に行う公益的な活

動（以下「市民活動」という。）を総

合的に支援し、団体相互の交流及び連

携を促進するとともに、市民と行政と

の協働によるまちづくりを推進するた

め、次の施設を設置する。 

名称 位置 

西条市市民活動支援

センター 

西条市明屋敷１３１

番地２ 
 

名称 位置 

西条市市民活動支援

センター 

西条市栄町２６５番

地   
 

（事業） （業務） 

第２条  西条市市民活動支援センター

（以下「センター」という。）は、次

に掲げる事業を行う。 

第２条  西条市市民活動支援センター

（以下「センター」という。）は、次

に掲げる業務を行う。 

(1) 市民活動に関する相談及びコーデ

ィネートに関すること。 

(1) 市民活動に関する相談及びコーデ

ィネート        

(2) 市民活動に関する情報の収集及び

発信に関すること。 

(2) 市民活動に関する情報の収集及び

発信        

(3) 市民活動に関する研修、講座等の

実施に関すること。 

(3) 市民活動に関する研修、講座等の

実施        

(4) 市民活動を主たる目的とした団体

（以下「市民活動団体」という。）

の交流の促進及びネットワーク化に

関すること。 

(4) 市民活動を主たる目的とした団体

（以下「市民活動団体」という。）

の交流の促進及びネットワーク化 

       

(5) 市民活動団体に対する活動場所及

び資機材の提供に関すること。 

(5) 市民活動団体に対する活動場所及

び資機材の提供        

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長

が適当と認めること。       

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条

の目的を達成するために必要な業務 
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（休館日） （休館日） 

第４条 センターの休館日は、次のとお

りとする。 

第４条 センターの休館日は、次のとお

りとする。 

(1) 月曜日 (1) 水曜日 

(2)、(3) （略） (2)、(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（使用団体登録等） （使用団体登録等） 

第６条 センターの会議室   、作業

スペース及び備付けの器具（以下「会

議室等   」という。）を使用しよ

うとする市民活動団体は、あらかじめ

書面をもって市長の登録を受けなけれ

ばならない。登録された事項を変更し

ようとするときも、同様とする。 

第６条 センターの会議スペース、作業

スペース及び備付けの器具（以下「会

議スペース等」という。）を使用しよ

うとする市民活動団体は、あらかじめ

書面をもって市長の登録を受けなけれ

ばならない。登録された事項を変更し

ようとするときも、同様とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項に規定する登録を受けた市民活

動団体は、会議室等   を使用しよ

うとするときは、市長の許可を受けな

ければならない。許可された事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

３ 前項に規定する登録を受けた市民活

動団体は、会議スペース等を使用しよ

うとするときは、市長の許可を受けな

ければならない。許可された事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 市長は、第１項の登録又は第３項の

許可に際して、管理上必要な条件を付

すことができる。 

５ 市長は、第１項の登録又は第３項の

許可に当たり、管理上必要な条件を付

すことができる。 

（特別設備等） （特別設備等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、第１項の許可に際して、管

理上必要な条件を付すことができる。 

 

 （入館の制限） 

 第１１条 市長は、次の各号のいずれか

に該当する者があるときは、その入館

を拒み、又は退館を命ずることができ

る。 
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 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗

を害するおそれがあると認める者 

 (2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の

迷惑になるおそれがある物品等を携

行する者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長

が管理上不適当と認める者 

 （指定管理者による管理） 

 第１２条 センターの管理は、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、法人そ

の他の団体であって市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。 

 ２ 前項の規定により、センターの管理

を指定管理者に行わせる場合は、第４

条及び第５条の規定にかかわらず、当

該指定管理者は、必要があると認める

ときは、あらかじめ市長の承認を得

て、センターの休館日を変更し、若し

くは別に定め、又は開館時間を変更す

ることができる。 

 ３ 第１項の規定により、センターの管

理を指定管理者に行わせる場合は、第

６条、第９条及び前条の規定中「市長

」とあるのは「指定管理者」と、第１

０条及び第１４条中「市長」とあり、

及び「職員」とあるのは「指定管理者

」と読み替えるものとする。 

 ４ 第１項の規定により、センターの管

理を指定管理者に行わせる場合におい

て、当該指定管理者がセンターの管理

を行うこととされた期間前にされた第

６条第１項の規定による登録の申請又

は同条第３項の規定による使用の申請
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は、当該指定管理者にされた登録又は

使用の申請とみなす。 

 ５ 第１項の規定により、センターの管

理を指定管理者に行わせる場合におい

て、当該指定管理者がセンターの管理

を行うこととされた期間前にされた第

６条第１項の規定による登録又は同条

第３項の規定による使用の許可を受け

ている市民活動団体は、当該指定管理

者の登録又は使用の許可を受けたもの

とみなす。 

 （指定管理者の業務） 

 第１３条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

 (1) 第２条第１項に規定する業務 

 (2) センターの設置目的を達成するた

めに必要な業務 

 (3) 使用団体登録及びセンターの使用

の許可に関する業務 

 (4) センターの施設及び設備の維持管

理に関する業務 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める業務 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第１１条 使用団体は、センターの使用

を終了したとき、又は前条第１項  

の規定により使用の許可を取り消さ

れ、若しくは使用を停止されたとき

は、職員の指示に従い、直ちに原状に

回復しなければならない。 

第１４条 使用団体は、センターの使用

を終了したとき、又は第１０条第１項

の規定により使用の許可を取り消さ

れ、若しくは使用を停止されたとき

は、職員の指示に従い、直ちに原状に

回復しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１２条 使用団体（この条において単

に入館する者も含む。）は、センター

第１５条 使用団体（この条において単

に入館する者も含む。）は、センター
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の施設等を損傷し、又は  滅失した

ときは、遅滞なくその旨を市長に届け

出て、その指示に従い、損害を賠償し

なければならない。ただし、使用団体

の責めに帰すことのできない事由によ

るときは、この限りでない。 

の施設等を損傷し、若しくは滅失した

ときは、これを原状に回復し、又は市

長の定める損害額     を賠償し

なければならない。ただし、使用団体

の責めに帰すことのできない事由によ

るときは、この限りでない。 

第１３条 （略） 第１６条 （略） 

第１４条 （略） 第１７条 （略） 

附 則  

この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。  
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提案理由 

令和４年７月に開設を予定している「西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設」

内に「西条市市民活動支援センター」を移転するため、所要の条例改正を行おうとす

るものである。 
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議案第８０号 

 

西条市産業情報支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

西条市産業情報支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市産業情報支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例  

西条市産業情報支援センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１６９

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 企業及び事業者（以下「企業等

」という。）の新事業展開、起業、産

業人材の確保、経済動向の調査及び分

析その他の企業等の活動を総合的に支

援することで、地域産業の育成、振興

を図り、もって豊かで活力ある地域社

会の実現に資するため、次の施設を設

置する。 

第１条 新事業の創出、既存企業の新分

野進出、情報化の推進、その他企業活

動の支援等を通して        

                 

       地域産業の育成、振興

を図り、もって豊かで活力ある地域社

会の実現に資するため、次の施設を設

置する。 

 (1) 名称 西条市産業情報支援センタ

ー 

 (2) 位置 西条市神拝甲１５０番地１ 

名称 位置 

西条市産業情報支援

センター 

西条市明屋敷１３１

番地２ 
 

 

（事業） （定義） 

第２条  西条市産業情報支援センター

（以下「センター」という。）は、次

に掲げる事業を行う。 

(1) 企業等の経営支援に関すること。 

(2) 企業等の新事業展開及び新分野進

出に関すること。 

(3) 起業家の発掘及び養成に関するこ

と。 

(4) 企業等の採用力の向上及び職場環

境の改善に関すること。 

(5) 地域経済動向の調査及び分析並び

に産業情報の提供に関すること。 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 新事業 新商品を生産し、若しく

は新たな役務を提供する事業又は新

技術を利用して商品の生産若しくは

販売若しくは役務の提供の方式を改

善する事業をいう。 

(2) インキュベータ室 新事業の創出

を支援するため、事業場として企業

等に使用させる施設をいう。 

(3) SOHO支援室 創業及び新事業の創
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(6) 企業等による連携及び企業等と大

学その他の研究機関の連携に関する

こと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長

が適当と認めること。 

出を支援するため、個人、企業等に

使用させるスペースをいう。 

（職員）  

第３条 センターに必要な職員を置くこ

とができる。 

 

（休館日） （休館日） 

第４条 センター          

              の休館

日は、次のとおりとする。 

第３条  西条市産業情報支援センター

（以下「センター」という。）の休館

日は、次のとおりとする。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日

まで               

(3) １２月２９日から翌年の１月３日

まで（前項に規定する日を除く。） 

２ （略） ２ （略） 

第５条 （略） 第４条 （略） 

 （休館日等の特例） 

 第５条 前２条の規定にかかわらず、イ

ンキュベータ室、SOHO支援室、談話室

兼応接室、資料室兼談話室及び休憩室

については、休館しないものとし、終

日使用することができる。 

 （使用の許可） 

 第６条  センターの研修会議室、会議

室、多目的ルーム、交流サロン、情報

研修室（以下「会議室等」という。）

を使用しようとする者は、あらかじめ

市長の許可を受けなければならない。

許可された事項を変更するときも、同

様とする。 

 ２ 市長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、会議室等の使用を許可し

ない。 



32 

 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗

を害するおそれがあると認めると

き。 

 (2) 施設、設備、備品等（以下「施設

等」という。）を損傷し、又は滅失

するおそれがあると認めるとき。 

 (3) 管理上支障があると認めるとき。 

 (4) 暴力排除の趣旨に反すると認める

とき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、市長

が使用を不適当と認めるとき。 

 ３ 市長は、会議室等の使用を許可する

に当たって、管理上必要な条件を付す

ことができる。 

 （使用料） 

 第７条 会議室等の使用の許可を受けた

者（以下「使用者」という。）は、別

表第１に定める使用料を前納しなけれ

ばならない。ただし、国又は地方公共

団体が使用する場合は、使用料を後納

することができる。 

 ２ 市長は、特にその必要があると認め

るときは、使用料の一部又は全部を減

額し、又は免除することができる。 

 （使用料の還付） 

 第８条 既に納付した使用料は、還付し

ない。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、既に納付した使用料

の一部又は全部を還付することができ

る。 

 (1) 使用者の責任によらない理由で使

用できなくなったとき。 

 (2) 使用開始の日前３日までに使用の

取りやめの申出をした場合で、市長
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が相当の理由があると認めたとき。 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、市長

が特に必要と認めたとき。 

 （目的外使用等の禁止） 

 第９条 使用者は、会議室等を許可を受

けた目的以外の目的に使用し、又は使

用する権利を譲渡し、若しくは転貸し

てはならない。 

 （特別設備等） 

 第１０条 使用者は、会議室等の使用に

際して、特別な設備をし、又は備付け

以外の器具を持ち込み使用しようとす

るときは、あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。 

 ２ 前項の規定により特別な設備をした

ときの費用は、使用者が負担しなけれ

ばならない。 

 （使用許可の取消し等） 

 第１１条 市長は、次の各号のいずれか

に該当するときは、使用の許可を取り

消し、又は使用を停止し、若しくは使

用を制限することができる。 

 (1) 第６条第２項各号のいずれかに該

当する事由が発生したとき。 

 (2) 使用許可申請に偽りがあったと

き。 

 (3) 使用許可の条件に違反したとき。 

 (4) 職員の指示に従わないとき。 

 (5) 前各号に定めるもののほか、この

条例又はこの条例に基づく規則に違

反したとき。 

 ２ 前項の規定により処分した場合にお

いて、使用者が損害を受けることがあ

っても、市長は、これに対して賠償の
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責任を負わない。 

 （原状回復の義務） 

 第１２条 使用者は、会議室等の使用を

終了したとき、又は前条第１項の規定

により使用の許可を取り消され、若し

くは使用を停止されたときは、職員の

指示に従い、直ちに原状に回復しなけ

ればならない。 

 ２ 使用者が前項の規定による義務を履

行しないときは、市長がこれを代行

し、その費用を使用者から徴収する。 

 （入居許可の要件） 

 第１３条 インキュベータ室に入居でき

る者は、次の各号のいずれかに該当す

る者でなければならない。 

 (1) 技術、人材その他の産業資源を活

用し、事業化に取り組もうとする者 

 (2) 新たな事業分野へ進出し、又は研

究開発に取り組もうとする者 

 (3) インキュベータ室へ入居するもの

が行う研究開発又は事業活動を支援

する者 

 (4) センターの事業活動を支援する者 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長

が特に必要と認める者 

 ２ SOHO支援室に入居できる者は、次の

各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

 (1) 創業しようとする者 

 (2) 創業している者で、新規事業に取

り組み、又は取り組もうとしている

者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長

が特に必要と認める者 
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 （入居等の許可） 

 第１４条 インキュベータ室又は SOHO

支援室に入居しようとする者は、あら

かじめ市長の許可を受けなければなら

ない。 

 ２ 前項の許可を受けた者が駐車場を使

用しようとするときは、市長の許可を

受けなければならない。 

 ３ 第６条第２項の規定は、入居の許可

に準用する。 

 ４ 市長は、第１項及び第２項の許可に

際して、管理上必要な条件を付すこと

ができる。 

 （入居の期間） 

 第１５条 前条第１項の許可の期間は、

インキュベータ室にあっては４年以

内、SOHO支援室にあっては２年以内と

する。ただし、市長が特に必要と認め

たときは、期間を延長することができ

る。 

 （入居使用料等） 

 第１６条 インキュベータ室又は SOHO

支援室への入居の許可を受けた者（以

下「入居者」という。）は、別表第２

に定めるインキュベータ室等入居使用

料（以下「入居使用料」という。）を

納付しなければならない。ただし、月

の途中で新たに入居した場合又は退去

した場合は、当該月の入居使用料は日

割計算による。 

 ２ 入居者であって、駐車場の使用の許

可を受けた者は、別表第３に定める駐

車場使用料を納付しなければならな

い。 
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 ３ 前２項の使用料は、毎月、月末まで

に翌月分を納付しなければならない。 

 （保証金） 

 第１７条  インキュベータ室の入居者

は、保証金を納付しなければならな

い。 

 ２ 保証金は、入居使用料の２月分に相

当する金額とし、使用許可の際に徴収

する。 

 ３ 保証金には、利子を付けない。 

 （入居使用料の還付） 

 第１８条 第８条の規定は、入居使用料

に準用する。 

 （入居者の負担） 

 第１９条 次に掲げる費用は、インキュ

ベータ室の入居者の負担とする。 

 (1) 電気、電話の使用料 

 (2) インキュベータ室の使用に係る共

益費 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、イン

キュベータ室の入居者が負担しなけ

ればならないと認められる費用 

 ２ 次に掲げる費用は、SOHO支援室の入

居者の負担とする。 

 (1) 電話の使用料 

 (2) 前号に掲げるもののほか、SOHO支

援室の入居者が負担しなければなら

ないと認められる費用 

 （入居者の管理義務） 

 第２０条 入居者は、当該インキュベー

タ室又は SOHO 支援室の使用について

必要な注意を払い、これを正常な状態

において管理しなければならない。 

 ２ 第６条の規定は、インキュベータ室
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又は SOHO 支援室の使用に準用する。 

 ３ 入居者は、当該インキュベータ室又

は SOHO 支援室を住居とし、又は使用

人等の住居としてはならない。 

 ４ 入居者は、市長の承認を得ないで当

該インキュベータ室又は SOHO 支援室

を改造してはならない。 

 （入居許可の取消し等） 

 第２１条 市長は、次の各号のいずれか

に該当するときは、入居の許可を取り

消し、又は使用を停止し、若しくは使

用を制限することができる。 

 (1) 第６条第２項各号のいずれかに該

当する事由が発生したとき。 

 (2) 入居許可申請に偽りがあったと

き。 

 (3) 入居許可の条件に違反したとき。 

 (4) 職員の指示に従わないとき。 

 (5) 入居使用料を滞納したとき。 

 (6) 正当な理由がなく相当期間使用し

ないとき。 

 (7) 前各号に定めるもののほか、この

条例又はこの条例に基づく規則に違

反したとき。 

 ２ 前項の規定により処分した場合にお

いて、入居者が損害を受けることがあ

っても、市長はこれに対して賠償の責

任を負わない。 

 （原状回復の義務） 

 第２２条 入居者は、インキュベータ室

又は SOHO 支援室を使用する必要がな

くなったとき、又は前条第１項の規定

により入居の許可を取り消され、若し

くは使用を停止されたときは、職員の
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指示に従い、直ちに原状に回復して明

け渡さなければならない。 

 ２ 入居者が前項の規定による義務を履

行しないときは、市長がこれを代行

し、その費用を入居者から徴収する。 

 （保証金の還付） 

 第２３条 保証金は、インキュベータ室

を明け渡したときに還付する。ただ

し、未納の入居使用料又は賠償金があ

るときは、保証金から控除する。保証

金の額が未納の入居使用料又は賠償金

を補うに足りないときは、入居者は、

直ちにその不足額を納付しなければな

らない。 

 （指定管理者による管理） 

 第２４条 センターの管理は、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、法人そ

の他の団体であって市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。 

 ２ 前項の規定によりセンターの管理を

指定管理者に行わせる場合は、第３条

及び第４条の規定にかかわらず、当該

指定管理者は、必要があると認めると

きは、あらかじめ市長の承認を得て、

センターの休館日を変更し、若しくは

別に定め、又は開館時間を変更するこ

とができる。 

 ３ 第１項の規定によりセンターの管理

を指定管理者に行わせる場合は、第６

条（第１４条第３項において準用する

場合を含む。）、第７条、第８条（第１

８条において準用する場合を含む。）、

第１０条、第１３条から第１５条まで
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の規定及び第２０条中「市長」とある

のは「指定管理者」と、第１１条、第

１２条、第２１条及び第２２条中「市

長」とあり、及び「職員」とあるのは

「指定管理者」と読み替えるものとす

る。 

 ４ 第１項の規定によりセンターの管理

を指定管理者に行わせる場合におい

て、当該指定管理者がセンターの管理

を行うこととされた期間前にされた第

６条第１項及び第１４条第１項（いず

れも前項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）の規定による許

可の申請は、当該指定管理者にされた

許可の申請とみなす。 

 ５ 第１項の規定によりセンターの管理

を指定管理者に行わせる場合におい

て、当該指定管理者がセンターの管理

を行うこととされた期間前にされた第

６条第１項及び第１４条第１項（いず

れも第３項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）の規定による

許可を受けている者は、当該指定管理

者の使用の許可を受けたものとみな

す。 

 （指定管理者の業務） 

 第２５条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

 (1) センターの設置目的を達成するた

め必要な業務 

 (2) センターの使用の許可に関する業

務 

 (3) センターの施設及び設備の維持管

理に関する業務 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長
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が必要と認める業務 

 （利用料金制） 

 第２６条 第２４条第１項の規定により

センターの管理を指定管理者に行わせ

る場合は、センターの使用に係る使用

料（以下「利用料金」という。）は、

指定管理者の収入として収受させるも

のとする。 

 ２ 利用料金は、別表第１から別表第３

までに定める額の範囲内で指定管理者

が定める。 

 ３ 指定管理者は、利用料金を定めよう

とするときは、市長の承認を受けなけ

ればならない。承認を受けた利用料金

を変更しようとするときも、同様とす

る。 

 ４ 市長は、前項の承認をしたときは、

その承認に係る利用料金を公告しなけ

ればならない。 

（損害賠償の義務） （損害賠償   ） 

第６条  センターに入館する者（以下

この条において「入館者」という。）

は、センターの施設等を損傷し、又は

  滅失したときは、遅滞なくその旨

を市長に届け出て、その指示に従い、

損害を賠償しなければならない。ただ

し、入館者の責めに帰すことのできな

い事由によるときは、この限りでな

い。 

第２７条 使用者及び入居者     

                 

は、センターの施設等を損傷し、若し

くは滅失したときは、これを原状に回

復し、又は市長の定める損害額   

  を賠償しなければならない。 

第７条  （略） 第２８条 （略） 

 別表第１（第７条、第２６条関係） 

 (1) 会議室等使用料（情報研修室を除

く。） 

 区分 単位 使用料 
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研修会議室 １時間につき ８００円 

会議室１ 同 ３００円 

会議室２ 同 ４００円 

多目的ルーム 同 ７００円 

交流サロン 同 ７００円 
 

 備考 

 １ 冷暖房を使用するときは、使用料

の３割を加算する。 

 ２ 使用料の算定において、１０円未

満の端数が生じたときは、切り捨て

る。 

 ３ 使用時間には、準備、後片付け等

に要する時間も含むものとする。 

 ４ 使用時間が１時間に満たないとき

は、１時間とみなす。 

 (2) 情報研修室使用料 

 区分 単位 使用料 

情報研修室 １月につき ４６，８００

円 
 

 備考 

 １ 電気の使用料は、使用者の負担と

する。 

 ２ 使用料の算定において、１０円未

満の端数が生じたときは、切り捨て

る。 

 ３  使用期間が１月に満たないとき

は、当該月の使用料は、日割り計算

による。 

 (3) 設備、備品等使用料 

 設備備品名 単位 使用料 

持ち運び用スピー

カー一体型アンプ 

１ 台 １ 回

につき 

６００円 

ワイヤレスマイク １ 本 １ 回

につき 

３００円 
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OHP・スクリーンセ

ット 

一 式 １ 回

につき 

１，１０

０円 

スライド・スクリ

ーンセット 

一 式 １ 回

につき 

１，１０

０円 

液晶ビデオプロジ

ェクター・スクリ

ーンセット 

一 式 １ 回

につき 

２，００

０円 

 

 別表第２（第１６条、第２６条関係） 

 インキュベータ室等入居使用料 

 区分 単位 使用料 

第１５インキュベ

ータ室 

１ 月 に

つき 

９，２００

円 

第１４インキュベ

ータ室 

同 １１，１０

０円 

第１３・第１６イ

ンキュベータ室 

同 １４，８０

０円 

第１０インキュベ

ータ室 

同 １５，７０

０円 

第３～第６・第１

１・第１２インキ

ュベータ室 

同 １６，６０

０円 

第１・第７～第９

インキュベータ室 

同 ２０，８０

０円 

第２インキュベー

タ室 

同 ３０，１０

０円 

SOHO 支援室（第１

～第１０） 

同 ５，０００

円 
 

 備考 

 使用料の算定において、１０円未満の

端数が生じたときは、切り捨てる。 

 別表第３（第１６条、第２６条関係） 

 駐車場使用料 

 区分 単位 使用料 

駐車場 １台・１月につき ２，０００ 
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  円 
   

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。  

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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提案理由 

令和４年７月に開設を予定している「西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設」

内に「西条市産業情報支援センター」を移転するため、所要の条例改正を行おうとす

るものである。 
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議案第８１号 

 

西条市保育所条例の一部を改正する条例について 

 

西条市保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市保育所条例の一部を改正する条例  

西条市保育所条例（平成１６年西条市条例第１１７号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す 

ように改正する。  

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第２条 法第３５条第３項の規定に基づ

き、次のとおり保育所を設置する。 

第２条 法第３５条第３項の規定に基づ

き、次のとおり保育所を設置する。 

名称 位置 

（略）  

 

 

 

（略）  
 

名称 位置 

（略）  

西条市立庄内保

育所 

西条市旦之上甲７２２

番地１ 

（略）  
 

附 則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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提案理由 

令和４年度から「西条市立河北こども園」と「西条市立庄内保育所」を統合し、

「西条市立河北こども園」とすることに伴い、所要の条例改正を行おうとするもので

ある。 
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報告第１３号 

 

   令和２年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比 

率の報告について 

 

 令和２年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率について、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、次のとおり議会に報告する。 

 

  令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和２年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率の状況 

 

１ 財政健全化判断比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

関係） 

（単位：パーセント） 

比    率 西条市比率   
早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 

①  実質赤字比率 ― 

 

11.91 以上 20.00 以上 

②  連結実質赤字比率 ― 16.91 以上 30.00 以上 

③  
実質公債費比率 

（３か年平均） 
6.5 25.0 以上 35.0 以上 

④  将来負担比率 78.4  350.0 以上  

※ ①実質赤字比率と②連結実質赤字比率は、黒字決算であれば「―（傍

線）」と表示される。 

※ ③実質公債費比率と④将来負担比率は、暫定値 

 

 

２ 公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比    率 会 計 区 分 西条市比率 

 

経営健全化 

基準 

⑤  

公営企業に

おける資金

不足比率 

簡易水道事業特別会計 

公営企業に

おける資金

不足は無し 

20.0 以上 
港湾上屋事業特別会計 

小松地域交流事業特別会計 

本谷温泉事業特別会計 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（健全化判断比率の公表等） 

第３条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健

全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査

委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとと

もに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 

２～７ （略） 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１４号 

 

令和２年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和２年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和２年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

判断基準 

公営企業における

資金不足比率 
水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１５号 

 

令和２年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和２年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和２年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

判断基準 

公営企業における

資金不足比率 
病院事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１６号 

 

令和２年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和２年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和２年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

判断基準 

公営企業における

資金不足比率 
公共下水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 

 

  



64 
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報告第１７号 

 

橘公民館内における車両物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の 

専決処分について 

 

 橘公民館内における車両物損事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の

額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告

する。 

 

  令和３年９月１日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第８号 

 

   専決処分書 

 

 橘公民館内における車両物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 

  令和３年８月１２日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕に伴う自動車借上料を、公益社団法人全国

市有物件災害共済会から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

   車両の損害に係る額 金４，４００円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 福祉部包括支援課公用車に係る車両物損事故について、相手方と示談による解決

を図るため専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 

 


